
第３４号議案 

第

三

十

四

号

議

案

 

  
 

江

戸

川

区

地

区

計

画

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

に

関

す

る

条

例

の

一

 
 

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 

  

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

   
 

平

成

二

十

四

年

二

月

二

十

日

 

  

提

出

者

 
 

江

戸

川

区

長

 

多

田

正

見

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



第３４号議案 

 
 

 

江

戸

川

区

地

区

計

画

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 

江

戸

川

区

地

区

計

画

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

に

関

す

る

条

例

（

平

成

七

年

三

月

江

戸

川

区

条

例

第

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

別

表

第

一

東

京

都

市

計

画

Ｊ

Ｒ

小

岩

駅

南

口

地

区

地

区

整

備

計

画

区

域

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

  
 

 

別

表

第

二

東

京

都

市

計

画

Ｊ

Ｒ

小

岩

駅

南

口

地

区

地

区

整

備

計

画

区

域

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

        

 

東
京
都
市
計
画
二
之
江
西
地
区
地
区
整
備
計
画
区
域 

東
京
都
市
計
画
二
之
江
西
地
区
地
区
計
画
の
区
域
の
う
ち
、
地
区
整
備
計
画
が
定
め
ら
れ
た
区
域 

東
京
都
市
計

画
二
之
江
西

地
区
地
区
整

備
計
画
区
域 

住
居
街
区 

Ｂ  住
居
街
区 

Ａ 

㈠ 

ホ
テ
ル
又
は
旅
館 

㈡ 

ボ
ー
リ
ン
グ
場
、
ス
ケ

ー
ト
場
、
水
泳
場
、
ゴ
ル

フ
練
習
場
、
バ
ッ
テ
ィ
ン

グ
練
習
場
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
運
動
施
設 

㈢ 

荷
貨
物
集
配
所 

㈣ 

店
舗
、
飲
食
店
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分

の
床
面
積
の
合
計
が
、
五

百
㎡
を
超
え
る
建
築
物 

㈤ 

倉
庫
の
用
途
に
供
す
る

部
分
の
床
面
積
の
合
計
が

二
百
㎡
を
超
え
る
建
築
物 

  
 
 あ 

 

あ 
 

百
㎡
。
た

だ
し
、
当
地

区
内
の
区
画

道
路
の
用
地

取
得
に
伴
い

区
が
代
替
地

と
し
て
売
却

又
は
交
換
し

た
土
地
の
全

部
を
一
つ
の

敷
地
と
し
て

使
用
す
る
場

合
は
適
用
し

な
い
。 

 
 

建
築
物
の

外
壁
又
は
こ

れ
に
代
わ
る

柱
の
面
か
ら

幅
員
六
ｍ
未

満
の
区
画
道

路
境
界
線
ま

で
の
距
離
は

〇
・
五
ｍ
以

上
と
す
る
。

 

㈠ 

十
六
ｍ

と
す
る
。

㈡ 

前
号
の

規
定
に
か

か
わ
ら
ず

高
限
度

を
超
え
る

既
存
建
築

物
の
建
替

え
に
つ
い

て
は
、
既

存
建
築
物

の
高
さ
を

超
え
な
い

範
囲
内
と

す
る
。 

㈢ 

法
第
五

十
九
条
の

二
の
規
定

は
適
用
し

な
い
。 

 
 

 

、

、

、
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近
隣
商
業 

街
区 

    

準
幹
線
道 

路
沿
道
街 

区 幹
線
道
路 

沿
道
街
区 

Ｂ    幹
線
道
路 

沿
道
街
区 

Ａ 

    

㈠ 

風
営
法
第
二
条
第
五
項

に
規
定
す
る
も
の 

㈡ 

デ
ー
ト
ク
ラ
ブ 

㈢ 

風
営
法
第
二
条
第
一
項

第
七
号
及
び
第
八
号
に
規 

 

定
す
る
も
の 

 

 

㈠ 

ホ
テ
ル
又
は
旅
館 

㈡ 

ボ
ー
リ
ン
グ
場
、
ス
ケ

ー
ト
場
、
水
泳
場
、
ゴ
ル

フ
練
習
場
、
バ
ッ
テ
ィ
ン

グ
練
習
場
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
運
動
施
設 

 
 

 
 

あ 
 
 

 
 

 
 

㈠ 

二
十
五

ｍ
と
す
る

㈡ 

前
号
の

規
定
に
か

か
わ
ら
ず

高
限
度

㈠ 

十
六
ｍ

と
す
る
。

㈡ 

前
号
の

規
定
に
か

か
わ
ら
ず

高
限
度

を
超
え
る

既
存
建
築

物
の
建
替

え
に
つ
い

て
は
、
既

存
建
築
物

の
高
さ
を

超
え
な
い

範
囲
内
と

す
る
。 

㈢ 

法
第
五

十
九
条
の

二
の
規
定

は
適
用
し

な
い
。 

㈠ 

十
九
ｍ

と
す
る
。

㈡ 

前
号
の

規
定
に
か

か
わ
ら
ず

高
限
度

を
超
え
る

既
存
建
築

物
の
建
替

え
に
つ
い

て
は
、
既

存
建
築
物

の
高
さ
を

超
え
な
い

範
囲
内
と

す
る
。 

㈢ 

法
第
五

十
九
条
の

二
の
規
定

は
適
用
し

な
い
。 

 
 

 

 

、。、 、
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景
観
街
区 

Ｂ 

      

景
観
街
区 

Ａ 環
状
七
号 

線
沿
道
街 

区 

    

 

㈠ 

ホ
テ
ル
又
は
旅
館 

㈡ 

ボ
ー
リ
ン
グ
場
、
ス
ケ

ー
ト
場
、
水
泳
場
、
ゴ
ル

フ
練
習
場
、
バ
ッ
テ
ィ
ン

グ
練
習
場
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
運
動
施
設 

㈢ 

荷
貨
物
集
配
所 

㈣ 

店
舗
、
飲
食
店
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で 

 

 

あ 
 

あ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

㈠ 

三
十
一

ｍ
と
す
る

㈡ 

前
号
の

規
定
に
か

か
わ
ら
ず

高
限
度

を
超
え
る

既
存
建
築

物
の
建
替

え
に
つ
い

て
は
、
既

存
建
築
物

の
高
さ
を

超
え
な
い

範
囲
内
と

す
る
。 

㈢ 

法
第
五

十
九
条
の

二
の
規
定

は
適
用
し

な
い
。 

を
超
え
る

既
存
建
築

物
の
建
替

え
に
つ
い

て
は
、
既

存
建
築
物

の
高
さ
を

超
え
な
い

範
囲
内
と

す
る
。 

㈢ 

法
第
五

十
九
条
の

二
の
規
定

は
適
用
し

な
い
。 

 
 

 

 

。、 
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付

 

則

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

   

（

説

明

）

 

あ

条

例

の

適

用

範

囲

に

、

東

京

都

市

計

画

二

之

江

西

地

区

地

区

整

備

計

画

区

域

を

加

え

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

 

  

景
観
街
区 

Ｃ 

 

㈠ 

風
営
法
第
二
条
第
五
項

に
規
定
す
る
も
の 

㈡ 

デ
ー
ト
ク
ラ
ブ 

㈢ 

風
営
法
第
二
条
第
一
項

第
七
号
及
び
第
八
号
に
規

定
す
る
も
の 

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分 

の
床
面
積
の
合
計
が
、
五 

百
㎡
を
超
え
る
建
築
物 

㈤ 

倉
庫
の
用
途
に
供
す
る

部
分
の
床
面
積
の
合
計
が

二
百
㎡
を
超
え
る
建
築
物 

あ 
 

あ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、


